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「非医療従事者による自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の使用について」の 
一部改正について 

このことについて、別紙のとおり厚生労働省医政局長から通知がありましたので、

お知らせします。 
つきましては、貴市管内の市医師会へ周知するようお願いします。 
なお、各市消防本部に対しては、総務部危機対策局危機対策課から周知しますの

で、申し添えます。 
 

記 
１ 通知の内容 
（１）「非医療従事者による自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の使用について」の一

部改正及び「自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の講習内容の取りまとめについて」

の廃止について（平成 24 年 9 月 21 日付医政発 0921 第 11 号厚生労働省医政

局長通知の一部改正 
 
 

 
                  

    連絡先：医療政策Ｇ  
℡(011）231-4111  内 25-324 
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